
告
　
　
示

○
道
路
の
区
域
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

一

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

教
育
委
員
会
公
告

○
落
札
者
等
の
公
示
（
五
件
）

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
六
月
七
日
か
ら
同
年
六
月

二
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
多
度
津
善
通
寺
線
（
二
百
十
二
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
八
　
　
　
　
　
　
　
交
通
安
全
施

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
八
三
　
設
事
業
に
伴

一
一
・
五
　
　
　
　
　
　
　
う
現
道
拡
幅

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
七
日

（
第
九
二
四
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 44 号

平成 17 年

6 月 7 日（火曜日）

一

一
二
・
二

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
　
八
三

一
五
・
四

●
香
川
県
告
示
第
三
百
七
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
西
土
指
道
　
第
四
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
六
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
観
音
寺
市
本
大
町
字
井
手
南
一
五
九
八
、
一
五
九
九
―
五
、
一
六
三
六
―
一
及

び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
十
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
西
讃
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供

す
る
。

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
十
三
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
香
川
中
部
養
護
学
校
仮
設
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
賃
貸
借

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

教
育
委
員
会
公
告

告

示

善
通
寺
市
中
村
町
字
不
動
八
九
三
番
一

地
先
ま
で

善
通
寺
市
中
村
町
字
道
下
一
七
九
五
番

二
地
先
か
ら



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
七
日

（
第
九
二
四
一
号
）

二

四
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
大
和
工
商
リ
ー
ス
株
式
会
社
高
松
支
店
　
香
川
県
高
松
市
今
里
町
二
丁

目
十
二
番
地
十
九

六
　
落
札
金
額
　
月
額
四
、
四
四
二
、
五
五
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
二
一
一
、
五
五
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
学
校
　
郵
便
番
号
　
七
六
一
―
八
〇
五
七
　
香
川
県
高
松
市
田
村
町
七
八
四
番
地
　
香
川
県
立

香
川
中
部
養
護
学
校
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
六
七
―
三
五
二
二

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
十
四
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
笠
田
高
等
学
校
仮
設
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
賃
貸
借

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
東
海
リ
ー
ス
株
式
会
社
高
松
支
店
　
香
川
県
高
松
市
中
央
町
四
番
十
五

号
六
　
落
札
金
額
　
月
額
三
、
〇
一
八
、
七
五
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
一
四
三
、
七
五
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
学
校
　
郵
便
番
号
　
七
六
九
―
一
五
〇
三
　
香
川
県
三
豊
郡
豊
中
町
大
字
笠
田
竹
田
二
五
一

香
川
県
立
笠
田
高
等
学
校
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
五
―
六
二
―
三
三
四
五

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
十
五
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
高
松
南
高
等
学
校
仮
設
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
賃
貸
借

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
東
海
リ
ー
ス
株
式
会
社
高
松
支
店
　
香
川
県
高
松
市
中
央
町
四
番
十
五

号
六
　
落
札
金
額
　
月
額
二
、
九
五
三
、
一
二
五
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
一
四
〇
、
六
二
五
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
学
校
　
郵
便
番
号
　
七
六
一
―
八
〇
八
四
　
香
川
県
高
松
市
一
宮
町
五
三
一
　
香
川
県
立
高
松

南
高
等
学
校
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
―
八
八
五
―
一
一
三
一

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
十
六
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
琴
平
高
等
学
校
仮
設
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
賃
貸
借



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
七
日

（
第
九
二
四
一
号
）

三

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
郡
リ
ー
ス
株
式
会
社
徳
島
支
店
　
徳
島
県
徳
島
市
沖
浜
東
二
―
一
三

六
　
落
札
金
額
　
月
額
三
、
七
〇
六
、
五
〇
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
一
七
六
、
五
〇
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
学
校
　
郵
便
番
号
　
七
六
六
―
〇
〇
〇
二
　
香
川
県
仲
多
度
郡
琴
平
町
一
四
二
―
二
　
香
川
県

立
琴
平
高
等
学
校
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
七
―
七
三
―
二
二
六
一

●
香
川
県
教
育
委
員
会
公
告
第
十
七
号

特
定
調
達
契
約
に
関
す
る
香
川
県
会
計
規
則
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
香
川
県
規
則
第
八
十

五
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
公
示
す
る
。

な
お
、
本
公
告
に
お
け
る
調
達
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

（
平
成
七
年
条
約
第
二
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
六
月
七
日

香
川
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
和
　
　
泉
　
　
幸
　
　
男

一
　
調
達
件
名
及
び
数
量
　
香
川
県
立
観
音
寺
中
央
高
等
学
校
仮
設
プ
レ
ハ
ブ
校
舎
　
一
式

二
　
調
達
方
法
　
賃
貸
借

三
　
契
約
方
式
　
一
般
競
争
入
札

四
　
落
札
者
決
定
日
　
平
成
十
七
年
五
月
二
十
三
日

五
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
　
東
海
リ
ー
ス
株
式
会
社
高
松
支
店
　
香
川
県
高
松
市
中
央
町
四
番
十
五

号
六
　
落
札
金
額
　
月
額
二
、
二
五
二
、
二
五
〇
円

（
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
一
〇
七
、
二
五
〇
円
を
含
む
。
）

七
　
入
札
公
告
日
　
平
成
十
七
年
四
月
十
二
日

八
　
落
札
方
式
　
最
低
価
格

九
　
担
当
学
校
　
郵
便
番
号
　
七
六
八
―
〇
〇
六
八
　
香
川
県
観
音
寺
市
天
神
町
一
丁
目
一
番
十
五
号

香
川
県
立
観
音
寺
中
央
高
等
等
校
　
電
話
番
号
　
〇
八
七
五
―
二
五
―
三
一
六
八



平
成
十
七
年
六
月
七
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
六
月
七
日

（
第
九
二
四
一
号
）

四

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/


